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連 絡 先 一 覧

◆助成金に関すること
　 　   高齢者すこやか支援課　　　　☎829-1146

◆年間計画・活動内容・活動支援に関すること
　  　中央総合事務所　地域福祉課　　☎829-1429
　 　　 東総合事務所　地域福祉課　　☎813-9001
　　  　南総合事務所　地域福祉課　　☎892-1113
　　  　北総合事務所　地域福祉課　　☎814-3400
　　　　※地区で担当が異なります
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１　事業の概要
（1）事業概要
	目的
	高齢者が地域の身近な場所で自主的に集い、交流する場として住民が主体的に運営することで、高齢者の介護予防や閉じこもりを防止し外出を促すとともに、交流を通して高齢者の生きがいづくりや健康づくり、地域における仲間づくりにつなげる。

	効果
	（１）体力の維持増進、閉じこもり予防、認知症予防等の介護予防。
（２）ボランティア活動や仲間との交流を通した生きがいづくり。
（３）地域の情報交換の機会や民生委員、自治会との関わりを通じた地域のネットワークづくり。

	実施場所
	参加者が徒歩で移動できる場所（地域の公民館、ふれあいセンター、集会所など）。個人宅は原則不可。（事前に市と協議）

	対象者
	（１）おおむね６５歳以上のかた（年齢制限は設けない）
（２）事業対象者、要支援１、要支援２（要介護者も利用可能）

	参加人数
	各サロンで受入れ可能な人数とする。
ただし、最低要件は登録者が10人以上とする

	助成対象活動
	サポーター
	高齢者ふれあいサロンサポーター養成講座修了者
ただし、毎回、１人以上のサポーターが運営に従事すること　

	
	プログラムの内容
	（１）健康づくりに関すること（毎回、軽運動を取入れる）　　
（２）趣味とレクリエーションに関すること
（３）仲間づくりに関すること

	
	開催時間
	２時間以上

	
	開催頻度
	週１回　通年開催

	助成金
	活動費の一部（対象経費のみ）を代表者へ助成する。
4月1日時点の65歳以上の登録者数により、1回あたり4,000円～6,000円の助成金を支出する。

	参加方法
	各高齢者ふれあいサロン（代表者又はサポーター）で登録を行う。
ただし、事業対象者、要支援１、要支援２の方は、各総合事務所・高齢者すこやか支援課、地域包括支援センターを通して各高齢者ふれあいサロンへ連絡調整を行う場合あり。

	利用料
	無料（ただし、弁当代や食事代など、サロン助成金から支出できないもの等については、参加者の個人負担とする。）

	送迎
	なし

	保険
	長崎市高齢者ふれあいサロンの活動に関する保険

	その他
	複数の高齢者ふれあいサロン（市による助成金を受けているサロン）を併用しての利用は原則不可。
※社協サロン等の市の助成金を受けていないサロンとの併用は可


（2）実施にあたっての留意事項（サロンの運営基準）
サロン活動において、代表者、サロンサポーターの方は次のことを満たすようお願いします。

ア　会場を清潔に保つこと。
イ　サロン活動で知り得た個人情報等については、他に漏らさないこと。
　　その職を退いた後も同様とする。
ウ　事故が発生した場合は必要な対応を行うこと。

お問い合わせ先：各総合事務所地域福祉課　
中央（TEL　829-1429）東（TEL　813-9001）
南（TEL　892-1113）北（TEL　814-3400）
　　　
（3）助成対象活動（助成金交付の要件）
助成金の交付の対象となる活動は次のいずれにも該当する活動とします。実績報告の結果、要件を満たしていないサロン開催分や、未使用助成金がありましたら、市へ返還していただきますのでご注意ください。

ア　次に掲げる活動であること。
（ア）高齢者の健康づくりに関する活動
（イ）高齢者の趣味とレクリエーションに関する活動
（ウ）高齢者の仲間づくりに関する活動
イ　開催時間が1回あたり2時間以上であること。
ウ　サポーターが1人以上参加していること。
エ　政治、宗教、営利を目的とした活動でないこと。

お問い合わせ先：高齢者すこやか支援課（TEL　829-1146）




２　運営について
（１）代表者、サポーターの役割
ア　年間計画の企画、作成。
イ　毎回のサロンで行うプログラムの調整。（事前準備、講師の手配や連絡調整など） 
ウ　サロン当日の運営、お世話。
エ　運営にかかる助成金申請及び実績報告書等の作成。
オ　出欠簿、出納簿の作成・管理。
カ　研修会等への参加（ボランティアの知識やサロン運営に生かす技術の習得）
キ　長崎市、地域包括支援センター等との連絡調整。

（2）プログラムの内容及び時間配分の例
プログラムの内容及び時間配分の例を示していますので、年間計画の企画、作成の際の参考にしてください。

ア　プログラムの内容の例
（ア）　健康づくりに関すること
（例）歯つらつ健康教室、健康相談、健康講話、出前講座、ラジオ体操、ストレッチ体操、みんなの体操、せ～のぉ体操、スクエアステップ、貯筋体操、介護予防体操、グラウンドゴルフなど
（イ）趣味とレクリエーションに関すること
（例）お菓子づくり、クリスマス会、パッチワーク、編み物、カラオケ、音楽鑑賞、映画鑑賞、小物づくりなど
（ウ）　仲間づくりに関すること
（例）茶話会、サロン交流会、地域の子供たちとの交流会

イ　プログラムの時間配分の例
【時間配分参考例】　　　
	受付
体調確認
　　など

	準備体操

ラジオ体操
みんなの体操　
せ～のぉ体操　
など
	・運動　ストレッチ体操
スクエアステップ
貯筋体操　　　など　　
・レクリエーション
・趣味活動
・講話、出前講座　　　　など　　
	・茶話会　
・地域の子ども達との交流会
など
	後片付け

	

	約15分
	約60分
	約45分
	




	～プログラムに関する留意事項～
ア　開催時間については、２時間以上を目安にします。適時休憩や水分補給などの時間を入れて無理のないプログラムにしてください。
イ　プログラムの内容は、軽度の運動メニュー（ラジオ体操等）を毎回実施する他に介護予防に関する内容を組み合わせて実施してください。声を出したり、手先を使った作業を行うメニューを取り入れる等、心身機能の維持向上を図ってください。
ウ　特定の活動（カラオケ・グランドゴルフ・編み物・登山等）のみの実施は認められません。様々な内容（P.3参照）をバランスよく盛り込んでください。
エ　地域の特性を活かし、参加者や運営スタッフの意見を取り入れながら計画してください。
オ　地域包括支援センターとの連携を図り、地域の実情に合わせて、参加者が地域の中で生きがい、役割をもって生活できる居場所や出番作りにつながるよう努めてください。



お問い合わせ先：各総合事務所地域福祉課　
中央（TEL　829-1429）東（TEL　813-9001）
南（TEL　892-1113）北（TEL　814-3400）



（３）安全管理について
ア　参加者の体調について
運動中やその他のサロン活動中に、次のような状態があれば、活動を中止して下さい。
	①胸が苦しい、痛い
③めまいがする
⑤頭がぼーっとなる
⑦急に脈が速くなる、動悸がする
	②顔面が蒼白になる、冷や汗が出る
④吐き気がする
⑥普通でないような息切れがある
⑧腰や膝に耐えられないような痛みがある



※代表者、サポーターの方は状態に応じて医療機関受診をすすめる等の対応をとってください。明らかに緊急に医療措置を必要とする状態であるときは、救急搬送を依頼してください。
※事故発生及び救急搬送時は必ず、対応後速やかに高齢者すこやか支援課へ連絡をお願いします。

イ　保険について
高齢者の場合は特に、万全の安全管理をしていても突発事故が起こる可能性があります。
代表者・参加者・サポーター・運営スタッフが行うサロンに関する活動が保険の対象となります。

ウ　事故後の流れ
（ア）事故発生時の対応後、速やかに高齢者すこやか支援課へ連絡
（イ）高齢者すこやか支援課が送付する事故報告書に記入し、高齢者すこやか支援課へ提出
（ウ）高齢者すこやか支援課又は保険会社から対象者あてに保険関係書類を送付
（エ）高齢者すこやか支援課又は保険会社へ、保険関係書類を指定される添付書類を併せて提出
（オ）保険金が対象者あてに振込
　　　　　
お問い合わせ先：高齢者すこやか支援課（TEL　829-1146）
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３　事務手続きについて
（１）助成金の交付申請
助成金の交付が可能なサロンの運営基準　：　１事業の概要（１）（２）（３）のとおり
ア　申請時期
毎年4月中旬迄（4月以降、新たに開設される場合は除きます。）
　
イ　提出書類
	（ア）補助金等交付申請書
（ウ）収支予算書
（オ）助成金振込依頼口座届出票
（キ）年間計画書（任意様式）
	（イ）事業計画書
（エ）前年度収支決算書
（カ）登録者（参加者）名簿
（ク）預金通帳（表紙の裏）のコピー
（新規サロン及び口座の変更があった場合）



ウ　交付時期
申請日の翌月末まで
（4月に提出した場合は5月末まで）

エ　助成金額
（ア）サロン開催費
4月1日時点の65歳以上の登録者数により、その年度の1回あたりの金額を定めます。
※年度途中開設の場合は開設時点の登録者数
	登録者数
	開催１回あたりの額

	10人から20人以下
	4,000円

	21人から30人以下
	5,000円

	31人以上
	6,000円







※登録者数には、主催者（代表者、サポーター、運営スタッフ）も含まれます。
※登録者数には、これまでの利用実績や確実な参加見込があり、年度を通し参加できる方を登録してください。（前年度の参加実績が開催回数の半分以上に満たしておらず、今年度も確実な参加見込みがない方は登録者とみなしませんので、ご注意下さい。参加見込みがない方の登録は、不適正な助成金の申請につながり、助成金を返還させていただく場合があります。）

（イ）初年度準備費
新規開設のサロンに初年度のみ、備品購入費用として50,000円を助成します。
年度末に、購入した備品の一覧表（別紙様式あり）を提出してください。（P.9参照）


オ　申請手順
	提出時期
	内容
	備考

	3月中旬
	補助金等交付申請書　送付
	長崎市から送付

	4月中旬
	補助金等交付申請書等　提出締切
	長崎市へ提出

	5月末迄
	高齢者ふれあいサロン事業助成金交付
	長崎市から振込


※毎年4月に、その年度の助成金の申請と前年度の実績報告が必要です。

お問い合わせ先：高齢者すこやか支援課（TEL　829-1146）

（２）決算及び開催状況の報告
前年度に交付された助成金の収支報告をしていただきます。
また、サロンの開催状況について、実施日ごとに参加者数などを報告していただきますので記録をお願いします。
ア　提出時期
４月中旬迄

イ　提出書類
（ア）補助金等実績報告書
（イ）収支決算書
（ウ）開催状況報告書
（エ）出欠確認表（任意様式）
（オ）備品購入一覧表（※新規サロンのみ）

※次年度の交付申請書と一緒に提出していただきます。
※実績報告の結果、要件（P.2参照）を満たしていないサロン開催費や、未使用助成金がありましたら、5月末迄に市へ返還していただきます。
お問い合わせ先：高齢者すこやか支援課（TEL　829-1146）


（３）助成金対象経費
サロン開催費は対象となる経費が決まっています。対象となるか不明な場合は、支出する前に高齢者すこやか支援課へご相談ください。
ア　認められるもの
	科　目
	認められる経費

	報償費
	講師への謝礼金

	消耗品費
（※１品の価格が１万円を超えるものについては、物品を購入する前に、必ず高齢者すこやか支援課へご相談ください。）
	茶菓代、手芸材料代、食材料代、皿やコップ等の食器類、
トイレットペーパー、洗剤、石鹸、レクリエーション用品、
文房具、消毒液、マスク等

	通信運搬費
	切手代、ハガキ代、郵送料、電話代、ファックス代

	手数料
	金融機関の振込手数料

	事務費
	写真現像代、コピー代、活動に必要なその他の経費

	旅費交通費
	サロン活動の一環で外出する際の交通費（公共交通機関）、
サロン活動に必要な材料等の買い出し時の交通費
バス賃・電車賃・船賃

	使用料及び賃借料
	会場使用料、美術館等の入場料

	光熱水費
	水道代、電気代、ガス代（実施場所での費用に限る）

	燃料費
	灯油代（実施場所での費用に限る）


※洗剤、石鹸、コピー用紙や文房具等の消耗品費、切手、ハガキやテレフォンカードなどの通信運搬費、必要量以上の買い溜めは行わず、助成年度に使用する量に限って購入されますようお願いします。
※食材料費は、サロン活動において料理作りやお菓子作りを行う場合に、必要な食材を購入する費用のことになります。
　　
イ　認められないもの
（ア）慶弔費（お祝い金、香典等）
（イ）お弁当代、食事代、酒代
（ウ）バス・タクシー・レンタカー等の借上げ料
※支出額を後日確認できる様、レシートを日付順に整理し、保管しておいて下さい。後日、内容を確認することがあります。（他の活動の経費とは別に支出して下さい。）
また、保管期間は年度単位として、５年間は保管しておいて下さい。（令和7年度のレシートは、令和12年度年度までとなります。）

お問い合わせ先：高齢者すこやか支援課（TEL　829-1146）


（４）備品購入について 　新規サロン対象
新規サロンについては、開設年度のみ初年度準備費として50,000円を助成します。
この初年度準備費は開設時に必要な備品（1品の価格が10,000円以上の物品）の購入費として使用してください。ただし、物品を購入する前に、必ず高齢者すこやか支援課へご相談ください。
【サロン活動に必要な備品の例】
血圧計・マット（スクエアステップ用等）・ラジカセ・DVDプレーヤー・カラオケセット

	～注意事項～
ア　初年度準備費は交付年度内の備品購入以外には使用できません。使用していない助成金がある場合は返還していただきます。
イ　サロン活動において参加者皆さんで使用できる物品か、介護予防活動に資する物品かどうかに留意してください。
ウ　実施会場が自治会が管理する公民館や集会所であり、そこに据え付けて使用する物品については対象としません。（テレビ、大型な机・椅子、エアコン、備え付け扇風機、冷蔵庫、ガスコンロ等）
エ　参加者がサロン活動で直接使用しない物品は対象としません。（パソコン、プリンター、デジカメ等）



初年度準備費の交付年度終了後、備品購入一覧表を提出してください。（P.7参照）

（５）その他手続き
ア　助成金の交付決定を受けているサロンにおいて、申請内容に変更があったときは、変更のあった日から30日以内に「高齢者ふれあいサロン変更届」を高齢者すこやか支援課へ提出してください。

イ　助成金の交付決定を受けているサロンが、解散又は活動を休止しようとするときは、解散又は活動休止の３0日前までに「高齢者ふれあいサロン解散等届」を高齢者すこやか支援課へ提出してください。

お問い合わせ先：高齢者すこやか支援課（TEL　829-1146）


４　高齢者ふれあいサロンで行う活動例
高齢者ふれあいサロンで行っている活動を紹介します。
年間計画を立てる際の参考にしてください。
	
	活動例
	内容
	時間
	講師/申込先

	健康づくり
に関する
こと
	ラジオ体操
	-
	15分
	-

	
	せ～のぉ体操
	-
	15分
	-

	
	★
せ～のぉ体操
出前講座
	せ～のぉ体操の
紹介
	60分
	【講師】
シルバー元気応援サポーター
【申込】
各総合事務所

	
	スクエアステップ
	専用マットを用いて行う運動
	60～
90分
	スクエアステップ指導員

	
	貯筋体操
	筋力保持のための
運動
	60～
90分
	-

	
	★
歯つらつ健康教室
	お口の健康づくり
のための教室
	60分
	【講師】
歯科衛生士
【申込】
高齢者すこやか支援課

	
	★
すこやか出前講座
（ピンピン！からだ編）
	からだづくりの
具体的方法を伝授
	60分
	【講師】
スポーツインストラクター
【申込】
高齢者すこやか支援課

	
	★
すこやか出前講座
（シャンシャン♪こころ編）
	こころづくりの
具体的方法を伝授
	60分
	【講師】
レクリエーション指導員
【申込】
高齢者すこやか支援課

	
	健康相談
	血圧測定・健康相談
	60分
	地域包括支援センター

	
	健康講話
	健康に関する講話
	60分
	地域包括支援センター





	趣味とレクリエーションに関すること
	健康麻雀
	-
	60～
90分
	-

	
	グランドゴルフ
	-
	100分
	-

	
	卓球
	-
	100分
	-

	
	カラオケ
	-
	60～
90分
	-

	
	調理実習
	お菓子・食事作り
	60～
90分
	-

	
	趣味活動
	折り紙、ちぎり絵、
季節の飾り作り、
絵手紙、編み物　等
	60分
	-

	
	芸術鑑賞
	映画・音楽鑑賞、
美術館
	60～
90分
	-

	
	レクリエーション
	ボウリング、輪投げ、
ペタンク、トランプ
	60～
90分
	-

	仲間づくりに関すること
	茶話会
	お花見、誕生日会、食事会、季節の行事
	30～
60分
	-

	
	サロン交流会
	他サロンとの
交流会
	100分
	-

	
	地域の子供たち
との交流会
	地域の保育園、小・中学校との交流
昔遊び
	100分
	-

	その他
	★
市政と暮らしの
出前講座
	長崎市の事業や制度についての講座
	60～
90分
	【講師】
長崎市職員
【申込】
長崎市広報広聴課

	
	★
ながさき県政
出前講座
	長崎県の事業や制度についての講座
	60～
90分
	【講師】
長崎県職員
【申込】
長崎県総務部県民センター

	
	★
認知症サポーター
養成講座
	認知症の理解と認知症の家族への支援についての講座
	60～
90分
	【講師】
地域包括支援センター
【申込】
地域包括支援センター


※活動例に「★」がついている内容の詳細はP.12参照


５　活用しよう！出前講座
長崎市や長崎県では次のような出前講座を実施しています。
サロン活動の参考にしてください。
	講座名
	講座内容
	料金
	利用回数
	申込・お問い合わせ

	せ～のぉ体操
出前講座
	日常的に取り組める介護予防体操「せ～のぉ体操」を紹介します。
【講師】
シルバー元気応援サポーター
	無料
	年間1回
	各総合事務所

	歯つらつ健康教室
	食事中にむせたりしていませんか？お口の正しいお手入れ方法やお口の健康づくりに役立つ体操やゲームを学びましょう！
【講師】
歯科衛生士
	
	年間2回
まで
	高齢者すこやか支援課
TEL：
095-829-1146
FAX：
095-829-1228

	すこやか出前講座
（ピンピン！からだ編）
	元気な体を維持するために、無理のない筋肉アップ体操や転倒予防、腰痛予防の体操を学びましょう！
【講師】
スポーツインストラクター
	
	
	

	すこやか出前講座
（シャンシャン♪こころ編）
	ゲームや遊び・軽い運動を通して仲間と笑い合い、語り合うことで、こころを活性化し、若々しさを保ちましょう。
【講師】
レクリエーション指導員
	
	
	

	市政と暮らしの
出前講座
	長崎市の事業者制度について、職員が皆さんのところへ出向いて、わかりやすくご説明します。
【講師】
長崎市職員
	
	制限なし
	長崎市広報広聴課
TEL：
095-829-1114
FAX：
095-829-1115

	ながさき県政
出前講座
	福祉やまちづくりなど、身近な話題から県が重点的に取り組んでいる施策のうち、お選びいただいたテーマについて、担当する県の職員が会場に伺い、ご説明した後、意見交換や質疑応答を行います。
【講師】
長崎県職員
	
	
	長崎県総務部県民
センター
TEL：
095-894-3441
FAX：
095-826-5682

	認知症サポーター
養成講座
	認知症という病気の理解と認知症の方や家族への支援について一緒に学びましょう。
【講師】
地域包括支援センター
	
	年間1回
	地域包括支援センター
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